
四條畷市告示第４７号                            （写） 

 

四條畷市議会第１回臨時会の招集について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定により、四條畷市議会

第１回臨時会を次のとおり招集する。 

 

  平成２８年４月１１日 

 

四條畷市長 土 井 一 憲   

 

記 

 

１ 開会日時  平成２８年４月１８日 午前１０時 

２ 開会場所  四條畷市役所議場 

３ 付議案件 （１）四條畷市小中学校の廃止の是非に係る校区住民投票条例の制定につ

いて 

（２）専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度四條畷市一般

会計補正予算（第７号）） 

（３）専決処分の承認を求めることについて（四條畷市税条例等の一部を

改正する条例の制定について） 

 

 


